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令和元年度第４回　事業評価監視委員会一括審議案件一覧

1 一般国道4号　春日部古河バイパス ④ H18 H27 352 R6 3.5
前回評価から事業費、事業期間に変更はあるが、事業
全体に顕著な変化は生じていない。

継続

2 一般国道20号　八王子南バイパス ⑤ H9 H29
約

1,562
R11

1.5
(1.3)
※4

前回評価から事業費に変更はあるが、事業全体に顕著
な変化は生じていない。

継続

　※1　再評価理由 ※2

※3

※4　　　（経過措置で、審議件数を平準化するために実施）

　　⑤：社会情勢の急激な変化､技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

B/Cの欄 上段の値は、一体評価区間の費用便益分析結果を示す。下段（）書きの値は、単独区間の費用便益分析結果を示す。

　　④：再評価実施後５年間が経過している事業

本事業は、八王子市周辺における市街地の渋滞緩和、周辺
道路における交通安全性の向上が図られるだけでなく、圏央
道のアクセス道路として利用することができることからも事業
の必要性・重要性は高く、引き続き事業を継続し効果発現を
図ることが妥当と考えます。

本事業は、現道（国道4号）の渋滞緩和、圏央道関連交通へ
の対応、沿線の地域産業の活性化などの観点から、事業の
必要性・重要性は高く、引き続き事業を継続し効果発現を図
ることが妥当と考えます。

道路

費用便益比算定上設定した完成予定年度等。

　　①：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業

　　②：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業

　　③：準備・計画段階で３年間が経過している事業 前回評価時において実施した費用便益分析の要因に変化が見られないこと等から、前回評価の費用便益分析の結果を用いている。
計算条件に用いた事業期間は、前回評価時の結果を用いているため、完成予定年度と異なる場合がある。
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B/C 前回評価からの主な変更点及び理由 再評価の視点
対応方針
（原案）

 














